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中期方針について 

【概要】上記基盤整備検討会では、会長特命事項に沿って、これまでの理事会、常任理事会、委員会

での意見聴取・議論を踏まえて、今後の日本評価学会の活動の拡充と会員数の増加を目指して今後 5

年程度で改善すべき優先的方策について、以下の通り中期方針を取りまとめた。次期執行体制の下

で各委員会が具体的な実施方法、スケジュール等を検討し、実現を目指すことが望まれる。 

学会の新たな発展に向けた基盤整備検討会

2022 年 9 月 25 日　理事会承認 

日本評価学会 

学会の新たな発展に向けた基盤整備のための中期方針

Ⅰ．背景 

 国内外において、国際的目標である持続可能な開発目標（SDGs）の達成を目指し、ESG（環境・社

会・ガバナンス）に配慮する企業への投資に対する社会的関心が高まる中、公的セクターのみならず

民間セクターにおいても評価の重要性が強く認識されるようになった。同時に、デジタル技術の発展

に伴って社会経済は急速に変化し、例えば、新型コロナウィルス感染症感染拡大に代表されるよう

に、これまでに経験がなく予測が困難な課題はますます増加するものと推測される。こうした状況に

対応するためには、適切なエビデンスをタイムリーに入手・分析して評価を行い、その結果を政策策

定やプログラム立案、計画見直しなどに役立てることは不可欠である。 

 特定非営利活動法人日本評価学会は、その 2000 年 9 月の設立以来、国際社会に通用する評価活動の

定着と評価活動に関わる人材の育成を目的とし、評価を取り巻く国内外の動向を踏まえながら、国内

における評価に関する研究の振興と深化、評価に関わる研究者並びに実務者の育成と強化に尽力して

きた。 

 そして、上記のような背景の下、日本評価学会には、評価人材の質的・量的拡大の点において、こ

れまでにも増して一層重要な役割を担っていくことが求められる。このため、2021 年 6 月に常任理事

会の中に「学会の新たな発展に向けた基盤整備検討会（以下、検討会）」を設置し、会員サービスの現

状や新たな会員ニーズの把握、理事会や委員会体制の見直しを行い、「学会の新たな発展に向けた基盤

整備のための中期方針」を取り纏めた。 

Ⅱ．目的 

 本中期方針では、会員サービスの拡充と新しい評価の動向を見据えた情報発信に努め、学会運営の

効率化を進めることによって、より上位の目標である評価人材の質的・量的拡大、ひいては評価文化

の醸成を目指す。このために挙げられた方策は以下の 7 つである。 

1）学会誌の内容充実

2）全国大会の内容充実

3）評価士養成講座の拡充

4）分科会活動の活性化



 5）研究・実践に対する支援強化 

 6）国内外の評価関連情報収集・発信力の向上 

 7）運営体制強化 

 

 これら 7 つの方策は、直接的・間接的に、或いは相乗効果を生みながら学会の新たな発展、ひいて

は社会への評価の定着と評価人材の育成に資するものと考えられるが、中期目標として以下のように

整理し、理事会役員並びに会員がビジョンを共有しながら一体となって活動を展開し、中期目標の達

成を目指す。 

 

Ⅲ．方策の進め方 

 中期目標の達成へ向けて、上記７つの方策の進め方を以下の通り設定する。 

 

1．会員サービスの拡充 

 本学会が提供している主な会員サービスとして、学会誌発行、全国大会開催、分科会活動、ホーム

ページやメーリングリスト等を通した情報提供、学会賞の提供などが挙げられる。 

 本学会の特徴として、研究者のみならず実務者の会員に占める割合が多く、各会員が専門とする分

野も多岐にわたることが挙げられる。ESG や ESG 投資が注目される中、民間企業等の新たな分野から

の会員も増加しつつある。しかし、現在の学会活動では、研究者と実務者の間、並びに異なる分野間

の交流は十分に行えていない。一方、新型コロナ感染症の感染拡大以降、オンラインでの学会大会や

分科会研究会の開催など IT を活用した学会活動の実施が増加している。 

 さらに、評価士養成講座は評価人材の拡充について重要な役割を果たしており、養成講座修了者に

対するアフターケアのあり方についても検討が望まれる。 

 こうした背景の下で、会員ニーズを踏まえながら、学会誌や全国大会の拡充、分科会活動の強化、

会員への情報提供の改善、学会賞の見直し、評価士養成講座の拡充など、会員に対する各種サービス

を拡充する。 

 

(1) 学会誌の内容の充実 

 学会誌を 3 月・9 月に定期的に発行することは、編集委員会をはじめとする関係者の尽力により実現

されたが、今後は内容面についてさらなる強化が望まれる。このため、編集委員会を中心に以下の活

動を実施する。 

♢ 公募に頼って特集企画を立てる現状から脱却し、企画委員会と協力して、全国大会や分

科会と連携して新しい評価の動向を見据えた特集が組めるよう検討を行い、恒常的な実

践を目指す。 

♢ 学会誌に採択された論文が被引用論文として引用件数がカウントされるように DOI コー

ドの設定等について対処方法を検討し、早期の実現を目指す。 

♢ 実務者からの投稿原稿に対する査読や採択のあり方について検討を開始し、関係者の意

見を確認の上、試験的導入を開始する。 

♢ 学会誌の電子ジャーナル化及び学会 HP への掲載のあり方に関しては、編集委員会です

でに審議を開始している。電子ジャーナル化が実質的なコスト削減につながるのか、会

員サービス向上につながるのか、について引き続き検討し、早期に編集委員会としての

方針を示す。 



 

(2) 全国大会の内容の充実 

 研究・実践の集積の場である全国大会を充実させることは、会員サービス拡充にとって優先課題で

ある。大会プログラム構成の拡充に加えて、オンラインやハイブリッドなどの開催方法についても検

討が求められる。企画委員会を中心に以下の活動の展開を目指す。 

♢ 全国大会のプログラム構成について、多様な会員ニーズに対応した内容とする。例え

ば、新しい評価の動向を見据えた共通論題の設定、若手や新規会員への発表支援、評価

実践に関する事例発表拡充、海外評価事例の発表増加などを通じた発表の増加が考えら

れ、順次大会プログラムに盛り込むことを検討する。 

♢ 研究発表に加えて、研究者と実務者間、或いは異分野間の情報交換の場となるような企

画を検討する。会員ニーズを確認するとともに、国内外の他の学会の状況も参考にしな

がら、有益と思われる企画を試行的に実施する。 

♢ 遠隔地の会員にとってオンラインでの大会参加は魅力的である。一方、オンラインまた

はハイブリッドでの開催は、大会運営や会費徴収など検討すべき点も多いことから、企

画委員会を中心に学会全体でできるだけ早期に対応策を検討する。 

 

(3) 分科会活動の活性化 

評価は多様な場面で使用され、それぞれに異なる性質や制度を持つことから、特定のテーマに関して

研鑽を積む分科会活動の活性化は、多様な会員ニーズに応える上で重要な課題である。企画委員会と

分科会の協力により、分科会に関する規程と制度が整備されたが、さらなる活性化に向け、企画委員

会を中心に以下の活動の展開を目指す。 

♢ 既存の分科会の運営状況と課題を把握するために意見聴取を行い、分科会に対するより

優れた学会としての支援方法と体制とを検討し、新たな分科会の設置の奨励とさらなる

研究活動の活性化を目指す。 

♢ 全国大会、学会 HP 等を通して、分科会の活動や成果、参加のメリットを会員にアピー

ルし、早い時期から会員参加の奨励を推進する。 

 

(4) 研究・実践に対する支援の強化 

大学や研究機関に所属する会員のみならず、評価の実務に携わる会員の研究支援や、これから評価に

関する研究や実践に携わる若手の会員の研究や実践への支援を強化する。これらの活動は、国際交流

委員会、並びに学会賞審査・倫理委員会が中心となって展開を目指す。 

♢ 国際学会において若手会員が発表する際に、或いは国際学術ジャーナルに若手会員が投

稿する際に助成金による支援を行う。公正な支援が行えるよう、国際交流委員会で支援

制度への申請・採択方法を明確にする。 

♢ 若手会員や研究者・実務者の双方の研究と実践を支援できるように、学会賞審査・倫理

委員会が中心となって、学会賞の拡充を図る。 

♢ 研究倫理の普及を目指して、学会活動を通して研究公正の周知を図る。 

 

(5) 評価士養成講座の拡充 

 研修委員会は、2021/22 年度に研修プログラムの見直しと、これまでの評価士養成講座修了者に対

するアンケート調査を実施して、評価士養成講座の拡充へ向けての準備を進めている。評価士養成講



座へのニーズは非常に高く、参加者が新規会員につながるケースも多いことから、修了生への継続的

なサービスの提供が望まれる。研修委員会を中心に活動の展開を目指し、編集委員会、企画委員会、

出版・広報委員会、国際交流委員会、学会賞審査・倫理委員会との連携も重視する。 

♢ 第 30 期講座（2022 年 8-9 月開催）におけるプログラム改訂をもとに、研修委員会で

は、運用における調整を引き続き行って、プログラムの改善を目指す。 

♢ 修了者アンケート調査の結果に沿って、単発または定期的なフォローアップ講座の開催

を検討する。銀行や投資関連機関などこれまであまり参加がなかった分野の修了者に対

してのフォローアップのあり方も別途検討を行う。 

♢ 中級研修のあり方について、修了者へのアンケート調査の結果を踏まえて、評価士ラダ

ー構想や、単発又はシリーズなどの開催方法について検討を行う。 

♢ 評価士取得者のより有効なデータベース化について、3 年度目を目途に実現を目指す。

本件は事務局が中心となって維持管理することが望まれることから、その運用体制につ

いても検討が必要である。 

 

2．新しい評価の動向を見据えた情報発信 

 学会誌や全国大会、分科会活動の拡充に加えて、学会 HP や学会報、国内外の評価関連イベントへ

の参加の機会等を活用して、国内外の評価の動向に関する情報収集や日本評価学会の活動に関する情

報発信に尽力する。こうした情報発信の強化により、評価への関心を高めるとともに、学会マーケテ

ィングに努め、会員数増加や評価文化の醸成につなげる。 

 

(6) 国内外の評価関連情報の収集・発信力の強化 

 2021/22 年度には学会 HP の改訂と学会報の発行が実現し、メーリングリストを通した学会員への

情報提供も整備されつつある。今後は、出版・広報委員会を中心に、国際交流委員会など他の委員会

との連携を強めて、学会としての魅力を高める 

♢ 学会 HP、学会報、メーリングリストを通した情報発信が、タイムリーで多様な会員ニー

ズに応える魅力的なものとなるようにさらなる拡充に努めるとともに、HP または SNS

等により会員と双方向で情報交流ができる場の提供を検討する。 

♢ 学会 HP に会員及び非会員の両方にとってタイムリーで魅力的な情報を掲載するため

に、各委員会及び分科会からの積極的な情報提供の仕組みを整備する。 

♢ 国際交流委員会は、国内外の行政機関や国際機関、海外学会との連携を強化し、国内外

でのイベントやセミナーの機会を活用して情報収集・発信を行うとともに、出版・広報

委員会へのタイムリーな情報提供に努める。 

 

3．効率的な学会運営 

 本学会では 2019/20 年度から事務局の委託先を変更し、理事会や委員会の実施体制の見直しと強化

を行っている。引き続き、常任理事会及び理事会が中心となって、各委員会とも協力しながら、委託

事業の現状や様々な規程の運用状況を見直して、学会運営を効率的に行い、本中期方針を適切に遂行

するための体制づくりを目指す。 

 

(7) 運営体制の基盤整備と強化 

♢ 委託範囲・内容・マネジメント方法・契約額等の妥当性について、1 年次目に担当委員



会と共に見直しを行い、委託事業の効率化を進める。 

♢ 会員種別、入会条件（入会資格や推薦者の必要性等）、サービス内容について整理し、

入会規則と入会申請方法を早期に明確にする。明確化の結果は、非会員にもわかりやす

いように学会 HP に提示する。 

♢ 関係機関や他の学会での講演や会合などの折に、日本評価学会についてマーケティング

を行い、賛助会員や個人会員の拡大に尽力する。 

♢ 会費納入状況、予算に照らしての会費値下げの可否、会費値下げによる会員増加の可能

性、多様化する会員構成（実務者会員は自己負担、高齢者会員への負担等）等、会費の

負担軽減の妥当性と方法について検討する。 

 

 本中期方針については、進捗をモニタリングしながら、必要に応じて委員会および理事会で議論

し、達成へ向けてより適切な活動となるように修正を行うことが求められる。 

 

以上 

 

 

 

 

  



参考 第74回理事会議案第９号『基盤整備検討会』の設置について 

2021.6.6 

会長・大島巌 

 

日本評価学会 学会の新たな発展に向けた基盤整備検討会の設置について 

 

１. 趣旨 

 創立20周年を迎えた日本評価学会は、昨年事務局委託先を変更するとともに、委員会体制、理事会

体制の見直しなど体制整備等に着手した。近年、評価学に対する新たな関心が高まる中、新しい体制

の下、会員数のさらなる拡大や会員ニーズにより十分に応え得る学会活動の展開が望まれる。このた

め、学会活動の基盤の現状を確認の上、日本評価学会が新たな発展を目指す短中期的な改善活動の方

針を定めることが求められる。そのために、常任理事会の中に「学会の新たな発展に向けた基盤整備

検討会」を設置する。 

 

２. 検討対象候補 

 理事会・常任理事会での協議から、これまで以下の改善対象候補が抽出されてきた。これらの候補

を中心にしつつ、新たな課題にも配慮しながら検討を行う。なお【 】内は、各課題の担当委員会名で

あり、検討会では、これらの委員会と意見交換しながら進める。 

 

１) 会員数拡大の方策【出版・広報委員会関連、研修委員会、企画委員会】 

２) 会員サービス・情報発信の拡充【出版・広報委員会関連】 

３) 会費値下げの可能性 

４) 学会誌の発刊形態（電子ジャーナル化等）や、刊行コストに配慮し掲載本数の上限設定、発刊

号数等を検討【編集委員会】 

５) 大会の実施形態と参加費徴収方法【企画委員会】 

６) 研修事業の拡大可能性【研修委員会】 

７) 委託事業の見直し 

８) その他 

 

３. 検討会の位置づけ 

 検討会は、常任理事会の中に設置し、当面、以下の２名で構成する。検討会は、各委員会における

上記「検討対象」に関わる検討の進捗状況を踏まえながら、かつ常任理事会において各委員会の総合

調整に関わる協議内容に基づき、短中期的な活動方針案（5年程度を目処に作成）を起草する。 

 

【検討会構成員】 

・石田洋子副会長（責任者） 

・齊藤貴浩副会長 

 

４. 検討のスケジュール： 

・2021年12月まで活動方針中間報告のまとめ 

・2022年9月まで活動方針最終報告のまとめ 


